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Ⅰ．はじめに   

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「機構」という。）は、高

齢者の雇用の確保、障害者の職業的自立の推進、求職者その他労働者の職業能力

の開発及び向上のため、高齢者、障害者、求職者、事業主等の方々に総合的な支援

を行うことを使命としており、そのための業務運営の基盤となるインフラとして、

障害者職業総合センター、地域障害者職業センター、職業能力開発総合大学校及

び職業能力開発施設（職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能

力開発促進センターをいう。）を全国規模で設置・運営している。その規模は 88 施

設（118 所）に上り、主要な建物だけでも約 800 棟の建物を保有している。これら

の建物の多くは、昭和 40 年代に集中的に建設されたため、建設後 50 年以上経過

する施設の割合が、10 年後の令和 14 年度には施設（棟数）全体の約４割、さらに

20 年後には約８割となる見込みであることを踏まえると、今後、これらインフラ

の老朽化が急速に進行し、維持管理・更新等に係る費用が増大していくことが確

実となっている。 

一方、国の取り組みとしては、平成 25 年 10 月、関係府省庁が連携し、必要な

施策を検討・推進するために、戦略的な維持管理・更新等の方向性を示す基本的

な計画として、「インフラ長寿命化基本計画（以下「基本計画」という。）」（「イン

フラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」（平成 25 年 11 月））が取りま

とめられ、メンテナンスサイクルの構築等による安全・安心の確保や予防保全型

維持管理の導入、必要性の低い施設の統廃合等によるトータルコストの縮減・予

算の平準化等の取組を推進することとされた。 

この基本計画を踏まえて、厚生労働省においても平成 27 年 3 月にインフラ長寿

命化計画（行動計画）が策定され、インフラの維持管理・更新等を着実に推進する

ための中長期的な取組の方向性が示された。行動計画では、厚生労働省が所管・

管理するインフラのうち、安全性、経済性及び重要性の観点から、計画的な維持

管理・更新等の取組を実施する必要性が認められるインフラとして、水道、医療、

福祉、雇用、年金及び官庁施設が対象とされた。雇用分野で対象とされたインフ

ラは機構が管理するインフラのみであり、上記の障害者職業総合センター、地域

障害者職業センター、職業能力開発総合大学校及び職業能力開発施設が行動計画

の対象施設とされ、併せて、平成 29 年 3 月までに、機構においてもインフラ長寿

命化計画（行動計画）を策定するよう要請がなされた。 

これらを踏まえ、機構が管理するインフラに関して、「独立行政法人高齢・障害・

求職者雇用支援機構インフラ長寿命化計画（以下「行動計画」という。）」を平成 29

年３月に策定し、計画期間である平成 29 年度から令和２年度の間に個別施設計画

の策定の取組を実施し、施設の効率的な維持管理を行ってきた。今般、行動計画

の計画期間が満了していることから、これまでの取組、各インフラの現状・課題

を踏まえ、更なるインフラ長寿命化の実現に向け、新たな行動計画を策定するも

のである。 
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Ⅱ．計画の範囲   

１．対象施設 

機構が保有・管理するインフラについて、安全性、経済性及び重要性の観点か

ら、計画的な維持管理・更新等の取組を実施する必要性が認められる以下（１）か

ら（４）の施設を対象とする。 

なお、埼玉県(国立職業リハビリテーションセンター。以下「国リハ」という。)

と岡山県(国立吉備高原職業リハビリテーションセンター。以下「吉備リハ」とい

う。)に設置されている広域障害者職業センター(以下「広域センター」という。)

は、国(厚生労働省)が設置し、機構が運営を行っているが、建物、設備等について

は国の所有(一部の訓練用機器は機構所有)となっている。 

 

（１）障害者職業総合センター              １施設 

障害者職業総合センター（以下「総合センター」という。）は、障害者の雇用

の促進等に関する法律に基づき、障害者等の雇用支援のための職業リハビリテ

ーション（以下「職リハ」という。）に関する調査研究、実際の支援を通じて障

害の重度化、多様化に即応した支援技法の開発、職リハに関する専門的な人材の

育成等を行う施設として、平成 3 年度に設置された。また、広域センター及び地

域障害者職業センターが行う職リハ業務の企画、調整、指導等を行う他、平成 24

年度からは高齢者事業部門、障害者雇用納付金事業部門等の移転により、高年齢

者及び障害者雇用支援業務における本部としての機能も有している。 

 

（２）地域障害者職業センター             ２９施設（２９所） 

地域障害者職業センター（以下「地域センター」という。）は、各都道府県に

おける中核的な職リハ業務の実施機関として、職業紹介等を行う公共職業安定

所との密接な連携の下に、障害者及び事業主に対し専門的な職リハを実施する

とともに、地域の関係機関に対して、職リハに関する助言・援助を行うための施

設として、昭和 50 年～56 年にかけて設置された。 

地域センターは、各都道府県に 52 施設があるが、そのうち機構が自ら保有、

管理するものは 29 施設(29 所)であり、それ以外は賃借又は公共職業安定所等と

の合築（管理主体は労働局等）となっている。 

 

（３）職業能力開発施設   

職業能力開発促進センター           ４６施設（６２所） 

職業能力開発大学校              １０施設（２３所） 

職業能力開発短期大学校             １施設（  ２所） 

職業能力開発施設（以下「能開施設」という。）は、職業能力開発促進法に基

づき、主に、離職者訓練、在職者訓練及び高度技能者養成訓練を行うための施設

として設置されたもので、離職者訓練及び在職者訓練を行う職業能力開発促進
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センター（以下「ポリテクセンター」という。）、高度技能者養成訓練及び在職者

訓練を行う職業能力開発大学校（以下「能開大」という。）及び職業能力開発短

期大学校（以下「能開短大」という。）がある。 

ポリテクセンターは、東京都を除く 46 道府県に設置され、一部のポリテクセ

ンターには遠隔地における訓練を実施する訓練センターや港湾労働分所が付設

されている。また、千葉県に設置している高度ポリテクセンターについては、本

部の管理部門、職業能力開発部門等の移転により、平成 24 年度から本部として

の機能も有している。 

能開大は、全国のブロック単位に 10 校設置され、北海道と沖縄以外の能開大

には附属短期大学校が 1～2 校併設されている。 

能開短大は、港湾労働に関する高度技能者を養成する施設として横浜校と神

戸校に設置されている。 

 

（４）職業能力開発総合大学校              １施設 

職業能力開発総合大学校（以下「職業大」という。）は、職業能力開発促進法

に基づき、職業訓練指導員の養成、職業訓練指導員の技能向上、職業能力の開発

及び向上に関する調査研究を行う施設として設置された。 

 

（５）その他 

国が所有する広域センターや公共職業安定所等との合築（管理主体は労働局

等）の建物（地域センター、支部等）については、当該計画の対象となる施設で

はない。なお、広域センターは、業務用施設として機構が運営を行っており、そ

の保全には機構も一定の役割を担う必要があるため、国に対し、保全面から見た

具体的な現状や課題、対応方策等を伝えていくこととする。 

 

 

２．計画期間   

令和５年度（2023 年度）から令和９年度（2027 年度）までを計画期間とする。 
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Ⅲ．対象施設におけるこれまでの取組、現状と今後の課題 

１．対象施設の概要と老朽化の状況 

（１）総合センター   

総合センターは開所後約 30 年が経過しているが、これまで予算の制約等もあ

り、大規模修繕・改修等を行うことができず、緊急を要する際に最低限の対応に

より今日に至っている。また、設備に係る部品等のサポート期間が終了する等、

故障した場合の復旧が困難であることから、平成 31 年度に総合センターの大規

模改修計画を策定し、これに取り組んでいるところであるが、予算上の問題が解

決できておらず、改修が長期に渡ることが見込まれる状況である。 

 

（２）地域センター   

地域センターについては、耐用年数を見越して設備の更新を行う等、予防保全

が行えるほどの予算をこれまで確保できておらず、予定より遅れて躯体及び設

備等の更新を行っている状況であり、屋根、外壁、空調関係設備等の老朽化が進

行しており、多くの施設で不具合が生じている。 

また、機構自ら建設、管理している 29 施設については、昭和 50 年代に建設

されたものが多く、10 年後に 28 施設の建物が建設後 50 年を経過するなど、今

後老朽化が急速に進行していく状況にある。 

これらの地域センターのうち 8 施設においては、ポリテクセンターとの集約

化を進めている。 

 

（３）能開施設   

能開施設は、いずれも管理棟、教室棟、実習棟といった複数の建物で構成され

ており、総数では約 760 棟に上っている。特にポリテクセンターは、昭和 40 年

代から 50 年代にかけて集中的に建設され、建設後 50 年以上を経過した建物が

140 棟以上存在している。さらに、10 年後の令和 14 年度には約 4 割、20 年後に

は約 8 割の建物が建設後 50 年以上を経過するなど、今後老朽化が一段と進行し

ていく状況にある。 

 

（４）職業大   

職業大は管理棟を始めとして複数の建物を有し、昭和 63 年から平成 7 年頃に

建設されているため、全体的に老朽化が進んでいる。 
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広域センター及び合築の地域センター等について 

 

 広域センター及び合築の地域センター等については、建物等のインフラの保全

の所有者である国(労働局)等が施設管理者として維持管理等を行っていくことと

なっている。また、広域センターについては、国リハが昭和 53 年、吉備リハが昭

和 62 年に建設され、建設後約 35 年以上も経過しているとともに、合築の地域セ

ンター等についても、最も古いもので昭和 61 年に建設され、建設後約 35 年以上

経過していることから、建物や設備の老朽化が進んでいる。 
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（参考）機構保有インフラの経年別設置棟数・延べ床面積
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２．点検・診断／修繕・更新等 

（１）点検・診断   

機構のインフラに係る法定点検については、別表「点検項目一覧」のとおり

となっており、能開施設の一部及び職業大については、建築基準法上の「特定

建築物」（学校施設）に該当するため、より厳しい点検が求められていること

から、初めて保全業務を担当する職員向けに保全業務の意識づけと点検ノウハ

ウの継承を目的として、平成 30 年度に「インフラ保全マニュアル」の整備を

図ったところである。トータルコストの縮減や予算の平準化を図る観点から

も、点検・診断に係る資質を向上し、損傷が軽微な早期段階に予防的な修繕等

を実施することで建物等の機能の維持・回復を図る「予防保全型維持型管理」

を一層推進していく必要がある。 

なお、広域センターについては、建物等は国の所有ではあるが、通常、機構

が運営管理を行っていることから、点検等は必要に応じて行っているものの、

機構所有施設と同様に人材等十分な点検体制の確保が必要である。また、労働

局等が管理主体である合築の地域センター等については、労働局等が行う点検

に対する適切な対応が求められるところである。 

 

（２）修繕・更新等   

機構のインフラの補修、修繕、更新は、毎年度各施設が行う現況調査（専門

業者に委託。）によって劣化、損傷の状況を把握し、それを本部の管理担当部

署に集約したうえで、予算の範囲内で優先順位を付けて実施しており、能開施

設等においては、予算等の制約により優先度が高い案件のみを実施するに止ま

り、また、総合センター及び地域センターに関しては、予算不足の他にも、従

前は現況調査そのものが行われておらず、計画的な修繕に必要な予算要求をし

ていなかったため、根本的な改修等が行われているとは言い難く、総合センタ

ー及び各地域センターのインフラは著しく劣化、老朽化が進行している状況に

ある。 

このため、予算の平準化を図る観点からも、引続き所要の予算の確保に努め

るとともに、定期的、計画的に修繕、更新を行う必要がある。 

なお、広域センターについては、厚生労働省からの依頼に基づき、広域セン

ターにおいて建物、設備等の劣化や損傷の状況を確認し、要望として厚労省に

提出したもののうち、国の予算として認められたものについて、修繕等が行わ

れており、必要な修繕等については、国で予算を確保してもらうことが必要と

なる。また、公共職業安定所との合築の地域センター等の庁舎は、国土交通省

の施設設備監査での指摘等に基づき労働局が予算申請し、認められたものにつ

いて修繕工事が行われ、合築の際の協定書等に基づき、工事費用の負担分を機

構が支払っていることから、機構が支払うべき工事費用の負担額を予算計上す

るために国と適切に情報共有する必要がある。 
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点検項目一覧 

◎＝法定点検（委託）、○＝任意点検（委託）、△＝日常点検（自主） 

点検項目 根拠法令等 
点検周期 

手法等 

総
合
セ
ン
タ
ー 

地
域
セ
ン
タ
ー 

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー 

能
開
大
・
短
大 

職
業
大 

備 考 

建築物 

（敷地及び地盤等の変化、基礎及

び外壁等の劣化診断、屋上及び屋

根等の劣化診断、防火区画、壁

（駆体、防火壁）の室内に面する

部分、石綿等を添加した建築材

料、避難上有効なバルコニー、階

段、排煙設備等、避雷針等） 

建築基準法 

第 12 条、令

16 条 

3 年以内

毎 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

建築基準法第 6 条第 1 項に

該当する「特殊建築物」及

び事務所その他これに類す

る用途に供する建築物で階

数が 5 以上且つ延べ面積が

1000 ㎡以上の建物が対象

（法 16 条） 

昇降機設備 

（定期自主検査及び性能検査） 

建築基準法 

第 12 条労働安

全衛生法 

第 41 条、45

条 

1 年以内

毎 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

法 12 条 3 項「特定建築設備

等」(法 16 条 3 項) 

防火設備等 

（防火戸・防火シャッター等駆動

装置と連動させた確認等） 

建築基準法 

第 12 条労働安

全衛生法 

第 41 条、45

条 

１年以内

毎 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 法 12 条「建築設備等」 

 

消防用設備 

(消防用設備等または特殊消火用

設備等) 

消防法第 17 条 

6 月また

は 1 年以

内 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
防火対象物のうち政令で定

めるもの 

 

建築設備 

（居室等の機械換気設備、防火ダ

ンパー、排煙機、可動防火壁、自

家用発電装置、非常用の照明装

置、飲料用の配管及び排水配管、

飲料用の給水タンク及び貯水タン

ク並びに給水ポンプ、衛生器具

等） 

建築基準法 

第 12 条 

1 年以内

毎 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎   

受変電設備 

（保安規定を定め自主定期点検） 
電気事業法 

保安規程

による 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎   

 

危険物 

(ガソリン 200L、灯油 1000L、重

油等 2000L) 

 

消防法第 14 条

の３の２ 

1 年に 1

回以上 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

定期点検と点検記録簿の保

存 

ばい煙発生施設 

（ばい煙量と濃度の測定） 

大気汚染防止

法第 2 条、第

16 条 

2 月を越

えない作

業期間毎

１回 

◎   ◎ ◎ ◎ 

ﾎﾞｲﾗｰ：伝熱面積 10 ㎡以上

及びﾊﾞｰﾅｰの燃焼能力が重油

換算 50L/h 以上 

ボイラー又は第一種圧力容器 

（性能検査及び定期自主検査） 

労働安全衛生

法第 41 条、第

45 条 

1 年以内

毎に１回 
○ ○ ◎ ◎  

ボイラー又は第一種圧力容

器 

設備がある施設が対象 

事務所 

（作業環境測定） 

労働安全衛生

法第 65 条 

2 月以内

毎に１回 
◎   ◎ ◎ ◎ 

中央管理方式の空気調和設

備の施設が対象 
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点検項目 根拠法令等 
点検周期 

手法等 

総
合
セ
ン
タ
ー 

地
域
セ
ン
タ
ー 

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー 

能
開
大
・
短
大 

職
業
大 

備 考 

し尿浄化槽 

（水質検査、清掃、保守点検） 

浄化槽法 

第 8～11 条 

1 年以内

毎に１回 
◎   ◎ ◎ ◎ 規模、構造により規定 

排水設備の清掃 

建築物における

衛生的環境の確

保に関する法律

（以下建築物衛

生法） 

6 月以内

毎に 1 回 
◎   ◎ ◎ ◎ 

施設の延べ床面積 3,000 ㎡

以上が対象の点検 

清掃等及びねずみ等の防除 
建築物衛生法

第 4 条 

6 月以内

毎に 1 回 
◎   ◎ ◎ ◎ 

施設の延べ床面積 3,000 ㎡

以上が対象の点検 

空気調和設備の浮遊粉じん量等の

測定 

建築物衛生法

第 4 条 

2 月以内

毎に１回 
◎   ◎ ◎ ◎ 

施設の延べ床面積 3,000 ㎡

以上が対象の点検 

冷却塔、加湿装置等の清掃等 
建築物衛生法

第 4 条 

1 年以内

毎に１回 
◎   ◎ ◎ ◎ 

施設の延べ床面積 3,000 ㎡

以上が対象の点検 

給水設備の飲料水、雑用水の遊離

残留塩素等の検査 

建築物衛生法

第 4 条 

水質基準

令の項ご

とに規則

で規定 

◎   ◎ ◎ ◎ 
施設の延べ床面積 3,000 ㎡

以上が対象の点検 

簡易専用水道の貯水槽の清掃、検

査 

水道法第 34 条

の 2 

1 年以内

毎に１回 
◎   ◎ ◎ ◎ 10 ㎥を越えるもの 

第一種特定製品 

フロン類の使

用の合理化及

び管理の適正

化に関する法

律 

3 年以内

毎に１回 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

圧縮機の定格出力が 7.5KW

以上 

自動ドア   

日常の施

設巡回、

実査等 

△ ○ ○ ○ ○  

中央運転監視装置     ○   ○ ○  中央運転監視装置がある施

設が対象 

冷温水発生機     ○   ○ ○    

構内交換電話設備     ○ ○ ○ ○ ○ 
構内交換電話設備がある施

設が対象 

施設清掃     ○ ○ ○ ○ ○   

人的警備     ○   ○ ○ ○   

機械警備     ○ ○ ○ ○ ○   



10 
 

３．基準類の整備   

機構においては、これまで施設整備（新設、更新、改修等の営繕業務）に関する

技術基準類について、国土交通省等が定める基準類を参考として、機構にそのま

ま適用可能なものは適用し、機構の建物規模や用途、組織体制等に合わせ修正等

が必要なものは所要の修正を加えた上で適用しているところである。 

また、保全に関する技術基準類については、これまで特段の整備をしていなか

ったが、今後の対応（導入）に当たっては、機構の実態に合わせた保全業務基準類

等の整備が必要となるほか、これら保全業務を担う担当部署の整備が必要となる。 

機構で実施する保全については、予防保全型維持管理へ移行して実施しており、

点検、診断にあたっては「現況調査」として専門知識を有する外部の機関に委託

して不具合や老朽化の程度を調査し、把握している。 

今後は、予防保全型維持管理への拡充に向け、保全に関しても国土交通省等が

定める保全に関する技術基準類に基づいて機構版の技術基準類を整備するほか、

「建築物点検マニュアル・同解説」、「管理者のための建築物保全の手引き」及び

「建築保全業務共通仕様書」などの資料を参考にして各施設の保全担当者が適切

に日常の点検・保守が行える「インフラ保全マニュアル」を活用し、引き続き、施

設点検を着実に実施し、不具合や老朽化の程度を適切に把握し続けていく必要が

ある。 

 

 

４．情報基盤の整備と活用   

令和元年度に整備した建物情報データベースにおいて、所有している建物等の

取得年月日等の基礎情報、劣化状況、修繕履歴を保全台帳として登録、管理して

おり、これらの維持管理に係る情報を適切に管理し、計画的な修繕、更新を行う

ために活用していく必要がある。 

 

 

５．個別施設計画の策定・推進 

別表「インフラ長寿命化計画対象インフラ一覧」に掲げる各施設について、個別

施設計画を策定し、次回の点検・診断や修繕・更新実施時期を施設ごとに整理し

た。 

策定した個別施設計画は、「中長期保全計画（施設の運用段階における保全の実

施内容、予定年度、概算額に係る計画）」及び「保全台帳（点検や修繕履歴等を記

録する台帳）」によって構成されることを基本としており、引続き必要な見直しを

図っていく必要がある。 
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６．新技術の開発・導入   

インフラの老朽化対策に関する点検・検査、補修・補強、新材料等に関する新技

術については、今後も国土交通省や民間企業による技術開発の成果が示された際

には、当該技術が機構の維持管理・更新等に有用なものであるかを見極めて適用

を行っていく必要がある。 

 

 

７．予算管理   

機構が設置している施設については、昭和 40 年代から 50 年代に集中的に建設

したため、建設後 50 年以上経過する建物の割合が、10 年後には施設全体棟数の約

４割、さらに 20 年後には約８割となる見込みである。 

また、大規模設備のある総合センターについても十分なメンテナンスが行われ

ていないため、維持管理・更新等に係る費用も多額に上ることが見込まれている

ため、予算計画の策定に際しては、予算支出の平準化に努めたうえで、必要な予

算額の確保を図る必要がある。 

 なお、広域センターにおける修繕等については、そのための予算を国が決定し

ていることから、施設運営や業務実施に支障を来さないよう、必要な予算を確保

してもらうとともに、合築の地域センター等における修繕等については、機構が

負担すべき費用の確保を図ることが必要である。 

 

８．体制の構築   

機構が設置するインフラの維持管理・更新等に係る費用の縮減・平準化を図り、

必要な予算の確保を進めていくためには、中長期的な将来の見通しを把握し、そ

れを一つの目安として、戦略を立案し、必要な取組を進めていくことが重要であ

る。 

 機構が保有する多数のインフラ（約 800 棟）は、その多くが昭和 40 年代から５

０年代に建設されたことから、急速に老朽化が進行しており、現状においても修

繕工事や建替工事の需要に十分に対応できていない状況であるが、今後は更にこ

うした工事の需要、重要性が激増することが確実である。したがって、需要増に

対応した予算、人材、体制の整備が必要となる。 

 機構が発注する工事は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

により公共工事に該当するとされている。また、公共工事の品質確保の促進に関

する法律をはじめ建築基準法等の諸法令が適用され、その品質等について厳しい

基準が設定されている。このため、営繕（修繕・更新）業務の実施に当たってこう

した基準を遵守し適切な工事の施工を確保するために、建築、電気設備、機械設

備に関する専門知識を有する技術担当職員を配置した「主任技術役」という部門

（課に相当）を設置している。インフラの適切な修繕内容の判断、修繕工事の監
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督、指導及び検査の実施、技術基準類の整備を行う体制として技術役の存在が極

めて重要であるとともに、修繕工事の実施に当たって、必要経費の算定に係る技

術役のチェックが不可欠である。 

 一方、各インフラの管理体制は、本部においてはインフラの種類ごとに管理担

当部署が分かれて運営計画策定や各施設に対する保全業務の指示、監督及び大規

模な修繕や建替に係る工事計画の企画・立案を担当し、各施設においては、現場

の管理者として、保全業務全般（点検・診断（外注）や不具合箇所の修繕等）及び

予防保全を踏まえた工事計画の企画を担当している。 

 このため、前回の行動計画同様、今後の維持管理、保全業務の重要性、業務量の

増大に鑑みて、第一に、将来にわたる修繕・更新等の中核を担う主任技術役組織

の拡充が課題である。 

  次に、本部の管理担当部署間における情報共有や連携強化の一環として取り組

んでいる「営繕会議」を引続き活用するとともに、維持管理・更新等に係る戦略

性の向上や専門性のある人材育成を図っていくことが求められる。 

 これら本部の体制における課題を解決するため、インフラの維持管理・更新等

をより効率的・効果的に進めるための体制の構築についての更なる検討を行うこ

とが必要である。 

 さらに、実際にインフラの維持管理を担っている各施設においては、維持管理、

保全業務の重要性が増大しており、令和元年度より施設の点検・診断等を担当す

る「施設保全責任者」等を設置し、管理体制の強化を図ったところであり、今後は

担当職員の知識の高度化のための研修体制やマニュアル類の更なる拡充が課題で

ある。 

 

 

９．法令等の整備 

該当なし。 
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Ⅳ．中長期的な維持管理・更新等のコストの見通し   

インフラの維持管理・更新等に係る費用の縮減、平準化を図り、必要な予算の確

保を進めていくためには、中長期的な将来の見通しを把握し、それを一つの目安と

して、戦略を立案し、必要な取組を進めていくことが重要である。 

機構においては、長寿命化計画の対象となる建物を約 800 棟保有しているが、特

に能開施設の多くは昭和 40 年代から 50 年代に集中して建設されているため、老朽

化が著しく進行しており、今後の維持管理・更新等のためには多額の費用が必要に

なると見込まれている。また、総合センターについては、大規模設備を有している

が、建設してからこれまで必要な大規模改修や設備の更新等を行っていないことか

ら、本部施設としての機能維持及び安全面等を確保していくには、今後の維持管理・

更新等のために、多額の費用が必要になると見込まれている。 

今後、個別施設計画の更新等を通じて保全の対象となる部位、仕様等の正確な把

握を行った上で、予防保全型維持管理の考え方の導入によって長期的、計画的な対

策費用を見積もるとともに、中長期的な維持管理・更新等のコストの見通しを推定

し、必要な予算の確保を行う必要がある。 

その際に、建物の目標使用年数の設定（長期化）や建物ごとの保全状況の評価を

もとにした建物の優先順位の設定の仕組みづくりなど建物の長寿命化への取組や国

土交通省等が示す技術開発等に関する技術基準類の積極的な適用により維持管理・

更新等に係る費用の縮減・平準化を進めるとともに、今後の都市、地域の構造の変

化に対応して更新施設の規模の見直しや集約化を検討するなど、効率的・効果的な

維持管理・更新等に取り組むものとする。 

 

 

  



14 
 

Ⅴ．必要施策に係る取組の方向性 

機構において、業務の目的を達成し、地域における信頼や必要性を確保してい

くためには、公共施設として安全・安心な建物を管理・運営していくことが、イン

フラ面における最も重要な課題である。このため、基本計画及び厚生労働省版行

動計画を踏まえ、本計画の対象となる全ての建物の長寿命化を図るため、メンテ

ナンスサイクルの構築等による建物の安全性の確保、予防保全型維持管理の導入

や建物の集約化等によるトータルコストの縮減・平準化等を基本的な考え方とし、

「Ⅲ．対象施設におけるこれまでの取組、現状と今後の課題」を踏まえ、以下の取

組を進める。 

 

 

１．点検・診断／修繕・更新等 

機構が保有するインフラのほとんどは全国の地域に所在しているため、実際の

点検・診断等の業務は施設の保全担当者が行うことになる。これらの担当者が法

令等に基づき円滑に点検等の業務を遂行できるように整備した「インフラ保全マ

ニュアル」を活用するとともに、研修等を通じて知識等の浸透を図っていく。 

修繕・更新等に際しては、個別施設計画に基づき、計画的な修繕の実施、更新施

設の規模の見直しや集約化を検討するなど、効率的・効果的な維持管理・更新等

に取り組む。 

 また、広域センターや合築の地域センター等については、施設の運営管理に支

障を来さないよう、点検や修繕等について、国等との連携のもと、適切に対応す

るとともに、広域センターにおける必要な大規模修繕等については、国の協力が

得られるよう、要望等の取組を強化する。 

 

 

２．基準類の整備 

「Ⅲ．対象施設におけるこれまでの取組、現状と今後の課題」の「（３）基準類

の整備」で述べたように、膨大な施設整備（新設、更新、改修等の営繕業務）に関

する技術基準類を速やかに適用していくために、技術担当部門の体制の強化を図

る必要がある。 

また、インフラの現場において、予防保全型維持管理による点検・診断や補修等

を円滑に実施するため、主任技術役組織において保全に関する技術基準類を取り

まとめて、施設の保全業務担当者向けに「インフラ保全マニュアル」を整備した

ことから、引き続き適切に運用するとともに、適時・適切に改定を行う。 
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３．情報基盤の整備と活用 

令和元年に整備した建物情報データベースにおいて、所有している建物等の取

得年月日等の基礎情報、劣化状況、修繕履歴等の収集・蓄積を適切に行い、維持管

理・更新等を計画的に実施する。 

 

 

４．個別施設計画の推進 

別表「インフラ長寿命化計画対象インフラ一覧」に掲げる各施設について策定

した個別施設計画を推進し、大規模な修繕が行われた後その他必要があるときは

見直しを行う。 

 

 

５．新技術の開発・導入 

今後、新技術が開発され、国土交通省等が示す技術基準類に取り入れられたと

きは、速やかに当該基準類の機構の保全業務への適合性を検証し、適合するもの

については早急に適用又は機構版への改訂を行って適用する。このため、機構の

技術担当部門の体制を強化し、速やかな検証と適用、改訂が行える体制を整える。 

 

 

６．予算管理 

点検・診断を通じて把握した劣化・損傷の状況を踏まえ、個別施設計画に基づく

戦略的な維持管理・更新等の推進や新技術の導入に対応した技術基準類の速やか

な適用により、トータルコストの縮減、平準化を図るとともに、必要な予算の安

定的な確保に向けた取組を進める。 

 また、広域センターの修繕等に必要な予算については、国において確実に確保

してもらえるよう、積極的な働きかけを進めるとともに、合築の地域センター等

における修繕等については、機構が負担すべき費用の確保に向けた取組を進める。 

 

 

７．体制の構築 

（１）主任技術役組織の体制強化 

今後のインフラの維持管理・更新等の工事の増大、技術基準類の整備の重要性

の高まりに伴う業務量の増加が見込まれるとともに、点検・診断／修繕・更新等

に関するチェックや業者指導等を担う技術役職員の育成及び技能伝承を確実に

行うため、必要となる人員及び組織体制の確保に努める。また、新技術の導入を
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初めとした技術基準類の整備の重要性に鑑み、国土交通省等との連携体制の強

化についても検討する。 

 

（２）本部におけるインフラ管理体制の進化 

インフラの維持管理・更新等に関する企画立案・計画・実施、施設の監督・指

導等をより効率的かつ効果的に実施するため、引続き営繕会議等を通じた担当

部署間の情報共有や連携強化を図るとともに、役割を明確化し、更なる管理体制

の進化に努める。 

 

（３）施設におけるインフラ保全体制の強化 

   施設保全責任者等を設置し、保全業務の実施体制を明確にした上で、保全業 

務を実施する。  

また、保全業務担当者の育成に資するため、今計画期間においても保全業務担

当者研修を開催し、担当者の資質向上を図る。 

 

８．法令等の整備 

該当なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Ⅵ．フォローアップ計画  

本計画を継続し発展させるため、計画に関する進捗状況を把握し、「Ⅴ．必要施

策に係る取組の方向性」に係る各施設での具体的な取組を充実・深化させるとと

もに、必要に応じて本計画の改定を行う。 

また、計画に関する進捗状況や、各分野における最新の取組内容等については、

機構ホームページを通じて情報提供を図る。 

 

 

 


